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「第２次亀山市障がい者福祉計画（案）」に対するパブリックコメント手続に基づく意見募集の結果一覧表 

 

意見の募集期間 令和４年２月２１日（月）から３月２２日（火）まで 

件数 ３件 

第２次亀山市障がい者福祉計画（案）に係るパブリックコメントとその対応 

No 
意見箇所 

意見の趣旨 市の考え方 修正点等 
頁 項目 

１ 28 第４章 

1地域で安心

して暮らせる

まちづくり 

（1）地域で支え合

う共生社会の実現 

③ひきこもり状態

にある人への支援

の推進 

・以下の  （ ）をより分かりやすく記述し

てはどうでしょうか。 

③ひきこもり状態にある人への支援の推進 

【取組内容】について 

→②（ひきこもり状態にある人への）支援に

向けた体制づくり 

③社会参加に向けた支援→③（ひきこもり状

態にある人への）社会参加に向けた支援 

施策の方向において、ひきこもり状態

にある人への支援の推進としており、

ひきこもり状態にある人の支援につい

て記載していることから、改めて記載

はしていません。 

修正なし 

④ひきこもり状態にある人の家族への支援 

  家族に寄り添った継続的な相談支援を行

い、家族同士の交流など家族会の活動が活性

化するよう家族会等と連携した支援に取り組

みます。 

→④ひきこもり状態にある人の家族への支援 

  家族の（負担や不安等に寄り添った）継

続的な相談支援を行い、（家族や支援者間の交

流が）活性化するよう、（家族会や支援団体等

と連携した取り組みを進めます。） 

ひきこもり状態にある人への支援に加

え、その家族への支援について、具体

的に記載し、取組を推進することが重

要なことから、ご意見のとおり、修正

します。 

④ひきこもり状

態にある人の家

族への支援 

 家族の負担や

不安等に寄り添

った継続的な相

談支援を行い、

家族や支援者間

の交流が活性化

するよう、家族

会や支援団体等

と連携した取組

を進めます。 



2 

 

No 
意見箇所 

意見の趣旨 市の考え方 修正点等 
頁 項目 

１ 28 第４章 

1地域で安心

して暮らせる

まちづくり 

（1）地域で支え合

う共生社会の実現 

③ひきこもり状態

にある人への支援

の推進 

・精神障がいがあることでひきこもりや不登

校になることもあるが、全てのひきこもりや

不登校が精神障がいに起因しているわけでは

ないし、全ての精神障がいのある方がひきこ

もりや不登校になるわけではない。ひきこも

りや不登校は状態であるので、病気や障がい

とひとくくりにせずに丁寧に対応してもらい

たい。一人一人の背景や状態にあった柔軟な

関わりや支援を求めます。 

 ご意見のとおり、不登校やひきこも

りの状態になる人は、精神障がいであ

る場合や、人間関係や就労などを起因

とした場合など、多様な背景に伴う、

多様なニーズを抱えていると認識して

おりますが、ここでは、あくまで精神

障がい福祉の観点から、ひきこもり状

態にある人への支援に関する取組を記

載しています。 

 このため、本市におけるひきこもり

支援の推進につきましては、本年度、

当課が策定を進めています第 2次亀山

市地域福祉計画[後期]の中で、アウト

リーチを主体とした支援体制の強化は

もとより、地域や関係機関などと連携

した居場所や中間的就労の場づくりな

ど、一人ひとりの背景や状態に応じ

て、丁寧に対応することとしていま

す。 
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No 
意見箇所 

意見の趣旨 市の考え方 修正点等 
頁 項目 

２ 51 

52 

  ・もう少し、小学校・中学校の時期から福祉の
介入を多くする計画案にして下さい。 
例えば、特別支援学級に在籍していても、教師
の理解が得られない、特別支援教育コーディネ
ーターの知識不足、力量不足で SC や支援室と
の連携がうまく取れず、適切な指導が教員に伝
わらず、実施できない、不適切な指導が子ども
たちに行われていることがあります。担任のあ
たりが良ければラッキー、あたりが悪ければ１
年間我慢。その中で、子供が不適応を起こして
も、教育現場ではマンパワー不足で仕方ないこ
とと思われ、子供も保護者も泣き寝入りしてい
ます。せめて、保護者に寄り添い、支援室と協
力して、継続的な支援・指導を行ってください。   
・また、特別支援学級でも十分な支援が行われ
ていないので、不登校支援では、全く不登校児
の理解が進まず、小中学校ともに、教員ではお
手上げの状態で、保護者が困り果てています。
支援室へ相談に行っても、教員が動いてくれな
いとどうしようもない。とのことで、問題が解
決しません。不登校児童が、障害児なのか違う
のかの判断は、難しいところですが、学校では
支援してもらえず、支援室では様子見や特変が
なければ学校任せでは、   保護者の負担が
大きくなりすぎて、子供への寄り添いをあきら
めてしまうこともあるかもしれません。また、
何もしてくれない行政への不信感・不満も大き
くなり、相談に行ってもしょうがない。という
保護者もみえます。そういう方たちが、将来、
ひきこもりの家族になってしまっては、自らは
動かない、行政の働きかけに対しては拒否をす
る。という悪循環に陥ると思います。そうなる
前に、小中学校でつまずきがみられた段階で、
福祉とつながって、困りごとが小さいうちから
助けを求められる関係づくりが出来るように
介入する計画の作成をお願いいたします。 

学校と福祉の連携については、障がい
児の状況、家族の状況等によって、そ
のあり方が変わってきます。本計画で
は、第４章 障がい者福祉に関する取組
の展開-２.多様性を尊重し、つながり
合う環境づくり-（２）障がい児支援体
制の確保-④特別支援教育の充実 にお
いて、「学校で作成する『個別の教育支
援計画』や『個別の指導計画』に基づ
き、子どもの個々の課題解決に向け適
切な支援を行うため、保育所・幼稚園
等への巡回相談、学校内の特別支援教
育校内委員会における事例検討会など
の充実を図るとともに、関係機関との
連携・強化に努めます」と記載してい
ます。実際には、障がい児の状況に応
じて、市と学校が相互に補完しあいな
がら連携し、世帯全体への支援が必要
とされる場合は、市から福祉的なアプ
ローチを積極的に働きかけ、支援を行
っていきます。ご意見をいただいたよ
うに当事者の方に寄り添った継続的な
支援が行えるように取組みを進めてい
きます。 

修正なし 
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No 
意見箇所 

意見の趣旨 市の考え方 修正点等 
頁 項目 

 61 第４章 

3自立した生

活のできる体

制づくり 

（2）自立生活のた

めの環境整備 

①障がい福祉サー

ビスの充実 

車椅子での移動手段について 

さわやか号について、市内巡回の路線以外

車椅子のまま乗れなく、普通の三重交通の路

線では予約をすれば車椅子対応バスに差し替

えてくれるが、さわやか号にはそれがない

し、そもそも巡回コース以外、誰も乗ってな

いバスを１億以上かけて走らすのか。１億あ

れば、利用目的が通院などに限られる花しょ

うぶ号を鈴鹿のように外出だけでも使えるよ

うにしたり、市内に車椅子のまま乗れるタク

シーが１台しかないので増やしたり、井田川

駅の下りホームは車椅子で行けないから、関

駅のように踏切まで道を作ったり、毎年１億

あれば、かなり車椅子の人が街に出やすくな

る。 

それと相談支援のあいですが、年間の相談

件数が１００件ぐらいで職員何人いるのか？ 

予算の使い方が構築化している。 

亀山の１級障害者が５００人以上いるの

に、街で見かけないのは、昔のまま何も変え

て来なかったからで、柔軟に変えてほしい 

さわやか号につきましては、車椅子対

応となっておりますが、他のコミュニ

ティバスはご意見のとおりです。一

方、市内巡回バスが運行しない地域に

おいて、移動困難者の通学、通院、買

物等市民生活に必要な最小限度のサー

ビス水準を確保・維持する必要がある

と考えております。 

 障がい者の方の自立のために、本計

画においては、第４章 障がい者福祉に

関する取組の展開- 

3自立した生活のできる体制づくり-

（2）自立生活のための環境整備- 

①障がい福祉サービスの充実におい

て、「障がい者のニーズを把握し、限り

ある財源の中で生活を支援する新たな

サービスの検討を行い、既存のサービ

スを見直しつつ、障がい者の自立に向

けたサービスの充実を図ります。」とし

ており、車いすの方の移動手段も含

め、取り組みます。 

なお、あいの相談件数は４０ページ

の障害者総合相談支援センター「あ

い」相談支援内容別の相談件数の推移

のとおり、令和２年度実績は３,２４３

件です。 

修正なし 

 


